
【県立沼津城北高校・総合的な探究の時間・LHR】
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御殿場市ＨＰ
〇 防災出前講座資料
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令和７年 １ １月 １ ７日
御殿場市危機管理補佐監



主 要 略 歴

御殿場市役所 危機管理補佐監

杉 本 嘉 章（すぎもと よしあき） （Ｓ３６（1961）．５．１２生 ６４才）

◆ プロフィール

静岡県御殿場市出身（神山小・富士岡中・神奈川県立湘南高校・日本大学（文理学部））

昭和５２年 陸上自衛隊少年工科学校入校（神奈川・横須賀市）
平成 ５年 第６戦車大隊第２中隊長（宮城） 平成７年 (株)アサヒビール研修

平成１４年 第１２偵察隊長（群馬） ※新潟県中越地震（H１６）

平成１７年 イラク復興業務支援隊作戦幕僚（サマワ） 平成１８年 統合幕僚学校学生（東京）

平成１９年 新潟県中越沖地震現地調整連絡幹部(新潟） ※新潟県中越沖地震（Ｈ１９）

平成２０年 第７１戦車連隊長（北海道）※ 有珠山地域担当（Ｈ２０）、北海道胆振東部地震（Ｈ３０）

平成２２年 自衛隊高知地方協力本部長（高知） ※東日本大震災（Ｈ２３）

平成２４年 陸上自衛隊幹部学校主任教官（東京）
平成２５年 東部方面総監部総務部長(東京）※伊豆大島豪雨災害（H25）、御嶽山噴火（H26）

平成２７年 西部方面混成団長 兼 相浦駐屯地司令（長崎・佐世保市） ※熊本地震（Ｈ２８）

平成２９年 陸将補 早期退職

平成２９年４月 御殿場市役所入庁 危機管理課長 平成３０年 危機管理監（部長級）

令和 ４年４月 現 職 ※令和元年台風１９号（Ｒ１）、熱海市伊豆山土石流災害（Ｒ３）

平成１７年 東京都北区立岩淵小学校ＰＴＡ会長 平成１９年東京都立飛鳥高校PTA副会長

平成２４年 高知県観光特使 平成２９年 長崎県観光特使 御殿場市国際交流協会会員

令和 元年 市民大学・シニア大学・御殿場看護学校講師(災害・国際看護学）、各種セミナ－講師

令和 ６年 台湾全国防災教育従事者ステップアップ対策国際実務研修講師 2



説 明 項 目

Ⅰ 県東部地区の防災上の特性

Ⅱ 指定避難所の開設・運営の考え方

（南西方向からの風雨・急峻な地形・富士山噴火による影響）
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（助かった命をつなげる！ 災害関死ゼロを目指して！）



知彼知己百戦不殆

不知彼而知己一勝一敗

不知彼不知己毎戦必殆

戦術的思考に基づく防災教育
～地を知り 危険を知り 我を知り 大切な命と暮らしを守る！～

戦いの原則＝防災の基本

40年間の陸上自衛隊勤務で学んだ知識と8年間の市役所防災行政業務の経験から

「防災教育で何を教えるか？災害時本当に大切なものは何か？」を考える！
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地を知り、危険を知り、我を知る

～静的地形・動的気象～

地形×気象＝災害

災害×人・物×時間×運＝被害

⇒ いかに被害を防止・軽減するか

事前研究・情 報・即 応

方程式＝災害から大切な命を守る！
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霊峰富士の裾野に広がる県東部の市町
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三国山～不老山

富士山

愛鷹山

天城山

西からの風雨・雪

東からの風雨

南西からの風雨

風

県東部地域の防災上の特性
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南海地震

東南海地震

想定
東海地震

M8.0

M8.1

M8.4

今後、３０年以内に発生する確率約８０％
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Q１：南海トラフ・相模トラフ どちらが被害が大きい？

南海トラフ地震 被害想定 相模トラフ地震 被害想定
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▲天城山

御殿場は影大きな影響少なし
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東からの風雨・雪は「天城山・箱根外輪山」が守ってくれる！



熱帯低気圧の影響（7/26 09:30）⇒『土砂災害警戒情報』発令

南西からの風雨

熱海は影響少なし

御殿場は豪風雨
（線状降水帯⇒球状降水帯）
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富士山山頂

溶岩流が２時間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が３時間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が６時間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が１２時間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が２４時間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が７日間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が最終的に到達する可能性がある範囲７

６

５

４

３

２

１

到達予測時間

「新たな富士山火山防災マップ」の概要
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「御殿場市富士山火山防災マップ」の概要

【趣旨】
静岡・山梨・神奈川３県、周辺市町村、火山専門家など６７の機関等で構成される富士山火山防災対策協議会が１７年ぶりに改定・公表した

「富士山噴火の被害を想定したハザードマップ（危険予測地図）」（R3．3．26）に基づき、市独自に「御殿場市富士山火山防災マップ」を作成
（５万部）して市内全世帯に配布し、市民の富士山噴火への備えの参考としていただくもの（令和４年２月２３日『富士山の日』に配布）

【協議会67機関】＝県市町村＋地方気象台、地方整備局、火山専門家、自衛隊など
・県：静岡県、山梨県、神奈川県の３県
・市町村：１４市１０町３村計２７市町村（〇〇新規追加市町）
❶静岡県：静岡市、沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、

清水町、長泉町、小山町（１０）
❷山梨県：富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、身延町、西桂町、富士河口湖町、

忍野村、山中湖村、鳴沢村（１０）
➌神奈川県：相模原市、小田原市、南足柄市、大井町、松田町、山北町、開成町（７）

避難対象エリア 第１次 第２次 第３次 第４次 第５次 第６次
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説 明 項 目

Ⅰ 県東部地区の防災上の特性

Ⅱ 指定避難所の開設・運営の考え方

（南西方向からの風雨・急峻な地形・富士山噴火による影響）
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（助かった命をつなげる！ 災害関死ゼロを目指して！）



段 階

区 分
予 防

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

即時対応期 応急対応期 本格対応期 復旧・復興期

（発災当日） （１～３日程度） （３日～１Ｗ） （１Ｗ～数年）

状 況

災 害

対 応

防災教育

防災訓練

防災会議

・

非常時の

備 え

災害対
策本部
の行動

規則整備

本部付班

図上訓練

総合訓練

活 動

内 容

防災訓練

・

待機任務

◆自助（先ずは自分自身で身を守る！）

◆共助（地域の人々がお互いに助け合う！）

★ライフライン（電気・水道・ガス・電話・交通等）寸断 ★火災 ★津波 // 富士山噴火

★地震発生

◆公助（行政を中心とした様々な対応、大規模災害では行政機関も被災）

★前震

震災における一般的活動

◆市役所職員参集

緊急対策（救命・救出）
応急対策（ライフライン復旧）

復旧・復興対策 （社会基盤の再建）

被害状況の判明／避難所運営

●初動体制確立
●人命の救助

●避難所の開設

●人命の救助

●行方不明者
の捜索等

●生活支援

●復旧支援等

仮設住宅建設

●ライフラ
インの復旧

●生活再建

●避難所・救護所の設置・運営

①情報活動 ②本部員会議開催（災害応急対策） ③災害広報

④県への報告等★災害対策本部（支部）設置
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消火活動

救護所の開設

給水・給食支援

ライフライン復旧活動

入浴支援

捜索・救助

物資輸送

主要な災害応急対策

災害対策本部

患者空輸

災害ボランティア本部 埋火葬対応

避難所の開設
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全部・要員が一丸となって災害応急対策＝住民の生命、身体、財産の保護を遂行する！！

各部長の立場

実施すべき業務
自治体の責務

住民の生命、身体及び
財産の災害からの保護

災害対策本部

本 部 長

副 本 部 長

住 民

管理施設

関係機関

協定業者

自主防災会等

マスコミ

事業所

学 校
（避難所）

社会福祉
協議会等

国・他自治体

応援部隊

協定締結市

帰宅困難者
（観光客）

観光施設

その他

在留外国人

要配慮者

・
情
報
収
集
・
提
供
・
伝
達

・
報
告
・
要
請
・
連
絡
・
調
整

・
要
請
・
要
求
・
相
談
へ
の
対
応

執るべき災害応急対策

②避難所の開設・運営状況

①救護所の開設・運営状況

③応急危険度判定実施状況

⑫職員の被害状況及び再編成

⑥観光客への対応

⑬本部施設の被害・復旧状況

⑧災害ボランティア本部開設支援

⑭公用車の集中管理（配車）状況

④備蓄物資の配分状況

⑤ライフラインの復旧状況

⑦遺体収容所の開設・運営状況

⑨農林業施設の被害及び復旧状況

⑩安全情報の収集に関する状況

⑪市民広報及び報道対応状況

本部室付班

広 域 行 政 部

議 会 部

常 備 消 防 部

非常備消防部

健 康 福 祉 部

環 境 市 民 部

教 育 部

都 市 建 設 部

企 画 部

総 務 部

○参謀として本
部長の意思決
定を補佐

○実行部隊とし
て、本部決定
事項を執行

本 部 員
（各部局長）

本 部 要 員

支 部

会 計 部

産業スポーツ部

◎ 発災当日の被害状況

民児委協議会

災害対策本部として執るべき災害応急対策
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災害対策基本法による『災害』の定義

②災害対策基本法による定義

『災害とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、

土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑り、その他の異

常な自然現象又は大規模な火事、若しくは爆発その他

その及ぼす被害の程度において、これらに類する政令で

定める原因（放射性物質の大量放出、多数の者の避難を伴う船舶沈没、

その他の大規模な事故とする。）により生ずる被害をいう。』
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いずれの災害にせよ、自宅で住めなくなったら

『避難所』へ



御殿場高校

御殿場小学校南中学校

御殿場南高校

御殿場
支 部

ＹＭＣＡ東山荘

東小学校

二の岡コミセン

愛郷報徳会館

鮎沢公民館

御殿場南小学校

御殿場市
災害対策本部

本部室付班

本部避難所
支援班

原

里

派
遣
Ｇ
Ｐ

(3人)

玉
穂

派
遣
Ｇ
Ｐ
(3人)

印
野

派
遣
Ｇ
Ｐ
(2人)

高
根

派
遣
Ｇ
Ｐ

(3人)

高 根
支 部

玉 穂
支 部

富士岡
支 部

原 里
支 部

印 野
支 部

竈幼稚園

富士岡小学校

富士岡中学校
神山小学校

駒門地区児童
厚生体育施設

原里小学校

原里中学校

森之腰幼稚園

原里西幼稚園

朝日小学校

印野小学校

高根小学校

予備：高根中学校

富士伊豆農協御殿場本部

玉穂第１保育園

玉穂小学校

③

④
⑤

⑥

富
士
岡

派
遣
Ｇ
Ｐ

(5人)

②

管理全般

：指示・報告
：支援
：連携

管理全般

管理全般

管理全般

管理全般

管理全般

中畑西コミセン

御
殿
場

派
遣
Ｇ
Ｐ
(7人)

①

御殿場市指定避難所運営組織（28ヶ所）

神山生涯学習センター
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御殿場市
（支所・避難所派遣職員）

自主防災組織
（避難所利用者含む。）

設置者 運営者

施設管理者

学校等

・避難所の開設：設置者である市が、施設管理者である学校等の協力を得て行う。
・避難所の運営：自主防災会（立上げ主体） → 避難者自身による運営組織へ移行

・行政職員や施設職員は、避難所運営の協力者として携わり、運営者が依存し
過ぎることがないように心がける。→   避難所のニーズの把握が重要
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避難所の開設・運営の主体



組織等 役 割

❶支所(支部) ・避難地、避難所の管理全般（各避難所組織の確認）

❷避難所利用者
（避難所運営組織）

・避難所の運営主体
・地域のマニュアル等に基づく避難所開設後は、自主防災会
から運営を引き継ぎ、利用者全員をメンバーとする「避難所
運営組織」を立ち上げ

➌自主防災組織
（59区）

・避難所の立ち上げを主導
→ 適宜、利用者による避難所運営組織に体制を移行

・避難所や地域住民への情報伝達
・在宅避難者の把握及び支援
・地域全体の防火・防犯活動

❹避難所施設管理者
（学校等）

・市職員と連携し施設・設備の被害状況や安全性の確認
→ 建築物応急危険度判定担当者との連携

・施設管理・避難所派遣の運営支援（主に施設、備品）

❺市からの派遣職員
・施設管理者と協力して避難所の開設、解消（閉鎖）
・市災害対策本部（支部）との連絡調整
・避難所の運営支援（御用聞き）
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避難所運営の主な役割分担



（２）避難所立ち上げ組織をつくる ※「避難所の点検・開設」と並行して実施 

○本部長（１名）、副本部長（２名）を選出します。 

 ・以下のような人物が考えられます。 

  ✓自主防災組織の役員（区長、副区長、防災部長など） 

  ✓その他、避難住民の中から推薦された人など 

 ・男女双方の意見を取り入れられる体制に配慮します。 

役  職 所  属 氏 名 等 備  考 

本部長    

副本部長    

副本部長    
 

○避難所の立ち上げ 

 ・本格的な避難所運営本部が作られるまでの間、避難所立ち上げ組織の本部長が陣

頭指揮をとり避難所を運営します。 

・避難所利用者は、避難所立ち上げ組織に全面的に協力します。 

 

○避難所の運営（立ち上げ期） 

 ・避難所立ち上げ組織が中心となり、避難所利用所全員の協力の下、以下の仕事に

取りかかります。 

①居住班の編成 

②避難所レイアウト＆入室 

③避難者名簿の作成 

④避難所運営組織の編成 

 

 施設管理者等による避難所支援 23

避難所立ち上げ組織の発足



自
主
防
災
組
織
等
に
よ
る
避
難
所
支
援

警備班
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利用者主体による避難所運営組織



◇ 避難所運営本部の設置
・避難所利用者が避難所の運営主体
・自主防災会は避難所の立上げを主導 ・市職員は避難所の運営支援
・施設管理者（学校等）は避難所の運営支援（主に施設・備品）

◇ 各班での活動（役割分担）

① 総務班
運営本部会議の事務局、運営・記録、生活ルールの作成
取材対応、市本部・地域との連携、他班への応援

② 避難者情報班 受付・案内、名簿管理、問い合わせ対応

③ 情報班 情報収集、情報伝達、情報発信

④ 食料・物資班
食料・物資の調達、炊き出し、食料・物資の受入
物資の管理・配給

⑤ 施設管理班 安心・安全な避難所作り、防火・防犯

⑥ 保健・衛生班
トイレ、衛生管理、傷病者への支援、生活用水の確保
ペット、ごみ、掃除、風呂

⑦ 要配慮者班
要配慮者スペースの確保、相談窓口の設置
要配慮者の状況・ニーズ把握、福祉避難所への移送

⑧ ボランティア班 ボランティアニーズの把握、派遣要請、受入

⑨ 警備班 訓練時の安全確保（車両事故防止、歩行者・車両の誘導）

避難所運営上必要な事項
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運
営
主
体

食

衣

住

被
災
者
の

ケ
ア

自主防災組織等
避難所利用者

開設～１週間 １週間～３週間 ３週間～ 生活再建

避難生活に必要不可欠な食料・飲料水の提供

メニューの多様化、栄養バランスを考慮

高齢者、乳幼児、女性等に配慮した必需品の提供（紙おむつ、生理用品等）

より衛生面に配慮した着替え用の衣類や洗濯の機会の提供

衛生面対策、寒暖対策（毛布の配布等）、必要不可欠な生活環境（簡易トイレ等）の提供

マット、畳、簡易ベッド、シャワー等の設備や相談窓口の設置

住
宅
再
建
・
仮
設
住
宅
等

感染症予防

医療の確保 身体の機能低下予防対策、生活習慣病などの疾患の発症や悪化の予防対策

心のケア

施設の
点検・開設

Ｐ6

多様な避難者
に配慮した
レイアウト

Ｐ9

受付、
避難者管理
Ｐ9、21

男女共同参画
Ｐ12

ルールづくり
Ｐ12、50

役割分担
・班編成
Ｐ14

要配慮者への
配慮

Ｐ9、41

コミュニティ
づくり

Ｐ10、49

地域の
支援拠点
Ｐ19

避難所解消に
向けて
Ｐ20

住宅再建、
仮設住宅

【避難所立ち上げ組織を中心に運営】

地震
発生

【避難所運営組織を中心に運営】
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段階区分 初 動（発災当日～３日目）

状 況

市災害

対策本部

支 部

学 校

（施設管理者）

自 主

防災会

地 域

住 民

★地震発生
★家屋倒壊、公共施設の被害 火災

★ライフライン（電気・水道・ガス・電話・交通等）寸断

開放連絡（調整）

市
指
定
広
域
避
難
所
の
開
設
・
運
営

施設管理者・自主防災会・
避難所派遣職員が連携し、

避難所を開設・運営

市
役
所
・
学
校
・
会
社
・
自
宅
等

地
震
発
生

市
役
所
職
員
・
教
職
員
動
員

組
・
班
集
合
場
所

避難所開設
要望受け・要望

避難所開設
要望受け・開設検討

＃○本部員会議（避難所開設の決定）

１次避難所使用可 ○
（コミセン等）

１次避難所定員超過×

建築物応急危険度判定（学校担当者と危険度判定士との連携）

被害状況の確認・報告

人員・施設（外観）点検・報告

在宅避難可能○

＃１本部員会議

支部設置

在宅避難不可×

教育総務課（学校施設班）

支部会議

災対本部設置

＃１学校会議

施設開放依頼受け

避難所開設連絡受け

学校教育課（学校教育班）

支部から通知
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モデル区訓練・玉穂小避難所
（中畑東区・茱萸沢上区）

（中畑東区） （茱萸沢上区）

中畑東区にお住まいの方

①集合場所 ・各組各班集合場所

②１次避難所 ・中畑東地区コミセン

③市指定広域避難所 ・玉穂小学校

④救護所 ・玉穂支所

茱萸沢上区にお住まいの方

①集合場所 ・各組各班集合場所

②１次避難所 ・茱萸沢上地区コミセン

③市指定広域避難所
・玉穂小学校
・御殿場農協本店

④救護所 ・玉穂支所

０８：０５

地震発生
①八西北中、原中

④原北１２３

③原下２

⑦中央北

⑥原下１３

②八南

⑨中央南

⑩第２団地

⑪中央西

⑤原新中

各区内組・班
安否確認、被害状況の

把握・報告

一次避難所
（中畑東地区コミセン）

一次避難所
（茱萸沢上地区コミセン）

市指定広域避難所
（玉穂小学校）

①山口

⑧中央東

②権現堂

⑧こも池

④グリーン

③中尾西

⑩エンブル

⑨新町

⑥中尾下

⑤中尾上

⑪中村

⑦元木原
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車中泊避難者
（駐車場）

ゴミ集積所
（体育館南側駐車場）

ペット飼育場所
（体育館南側駐車場）

炊き出し場所
（体育館南側駐車場）
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P
C

ベ
ッ
ド

運営本部

救護室

情報班

施設管理班

ボランティア班

受 付

要配慮者班

要配慮者
相談窓口 総合相談窓口

保健・衛生班

＋

玉穂小避難所本部配置図

総務班

食料・物資班 避難者情報班

避難者
情報班

30



1.総務班 班長(〇〇区） 班員 班員

本部長 区長 副本部長 副区長 防災部長 （〇〇区）

〇〇区 9 〇 4 副班長（●〇区） 班員 班員

● 3

本部長 区長 副本部長 副区長 防災部長 ▲ 2 副班長（▲●区） 班員 班員

●〇区

本部長 区長 副本部長 副区長 防災部長 2.避難者情報班 班長(〇〇区） 班員 班員

▲●区 （〇〇区）

9 〇 4 副班長（●〇区） 班員 区役員 班員

● 3 杉山  義政

▲ 2 副班長（▲●区） 班員 班員

3.情報班 班長(〇〇区） 班員

連携 （〇〇区）

6 〇 3 副班長（●〇区） 班員

派遣 ● 2

▲ 1 副班長（▲●区） 班員

4.食物・物資班 班長(●〇区） 班員 班員

（●〇区）

9 〇 4 副班長（〇〇区） 班員 班員

● 3

▲ 2 副班長（▲●区） 班員 班員

5.施設管理班 班長(●〇区） 班員 班員

（●〇区）

10 〇 4 副班長（〇〇区） 班員 班員

● 3

▲ 3 副班長（▲●区） 班員 班員

6.保健衛生班 班長(●〇区） 班員

（●〇区）

6 〇 3 副班長（〇〇区） 班員

● 2

▲ 1 副班長（▲●区） 班員

7.要配慮者班 班長(▲●区） 班員

（▲●区）

6 〇 2 副班長（〇〇区） 班員

● 2

▲ 2 副班長（●〇区） 班員

8.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ班 班長(▲●区）

（▲●区）

3 〇 1 副班長（〇〇区）

● 1

▲ 1 副班長（●〇区）

9.警備班 班長(▲●区） 班員 班員

（▲●区）

9 〇 4 副班長（〇〇区） 班員 班員

● 3

▲ 2 副班長（●〇区） 班員 班員

ボランティアの受入、管理

訓練参加者の安全確保

7.要配慮者班

8.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ班

9.警備班

災害対策本部

原里支部（原里支所）

トイレ、衛生管理、ペット

要配慮者支援

1.総務班

2.避難者情報班

3.情報班

4.食物・物資班

5.施設管理班

6.保健衛生班

避難所運営・記録、取材対応、市本部・地域との連携

避難所利用者名簿、問い合わせへの対応

情報収集、伝達、発信

食料、物資の調達、受入、管理、配給、炊き出し

安心・安全な避難所つくり、防火・防犯

施設管理者

★★小学校

原里地区避難所

派遣職員

★

★

小

学

校

（
市

指

定

避

難

所

）

令和６年度　★★小学校・市指定避難所運営組織図
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御殿場高校避難所関係組織連絡網

市災害対策本部

避難所支援班

御殿場支部

・支部派遣職員
・避難所派職員

①御殿場区
（２９０）

市指定避難所
開設要望

市指定避難所
開設要望

開設の要否

了 承

開設指示

伝 達

管 理

職員派遣

住民避難

御殿場高校

市指定避難所

避難所の運営

1 避難者の受入

2 避難者からの要望受け

3 生活ルールの徹底

4 物資の受入

5 支部との連携 等

①災害関連死の絶無
②コロナ感染者の絶無

②深沢区
（１１４）

③西田中区
（２００）

⑤栢ノ木区
（１１５）

住民避難

住民避難

住民避難

御殿場地区
コミュニティ供用施設
団地集会場・下町会館

１次避難所人員超過 １次避難所人員超過 １次避難所人員超過

１次避難所人員超過

深沢区公民館

西田中地区
コミュニティ供用施設

反田・栢ノ木組
集会所

栢ノ木区公民館
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御殿場高校避難所レイアウト（一案）

プール

WC

格技場

体育館

放送室

体育
準備室

更衣室

ク
ラ
ブ
室
棟

シャワー室

女男

剣道場 柔道場

御殿場区 西田中区

深沢区 栢ノ木区

専用スペース

一般避難者用

ペット飼育場、自転車置場

車中泊
テント村（ペット飼育）

会 議
スペース

救援物資置場

抜川
校 舎

事前受付
予備

工作棟
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御殿場南高校避難所関係組織連絡網

市災害対策本部

避難所支援班

御殿場支部

・支部派遣職員
・避難所派職員

①新橋区
（５８０）

１次避難所人員超過

市指定避難所
開設要望

市指定避難所
開設要望

②二の岡区
（３００）

二の岡地区
コミュニティ供用施設

１次避難所 人員超過

開設の要否

了 承

開設指示

伝 達

伝 達

管 理

要 望

住民避難

職員派遣

運営本部

本部長

副本部長

総務班

被災者管理班

要支援者班

・・・

住民避難

御殿場南高校

市指定避難所

避難所の運営

1 避難者の受入

2 避難者からの要望受け

3 生活ルールの徹底

4 物資の受入

5 支部との連携 等

①災害関連死の絶無
②コロナ感染者の絶無

御殿場南小学校

市指定避難所

新橋地区
コミュニティ供用施設

YMCA東山荘

市指定避難所

※東山区との調整による。
何名受け入れが可能か？

※南小避難者（３８６名）を南高校に避難させることは可能か？
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御殿場南高校避難所レイアウト（一案）

校 庭

鐘駿会館
要配慮者スペース

男

女

浴

wc

ステージ

２階フロアー

専用スペース

テニスコート

洗面所 女子 男子

新橋区❶

二の岡区❶
二の岡区❷

第２体育館

柔剣道場

１階フロアー

第１体育館

ペット飼育場所）

物資集積所

新橋区❷
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市災害対策本部

避難所支援班

御殿場支部

・支部派遣職員
・避難所派職員

①東山区
（２３４）

１次避難所人員超過

市指定避難所
開設要望

市指定避難所
開設要望

②二の岡区
（８８）

１次避難所 人員超過

開設の要否

了 承

開設指示

伝 達

伝 達

管 理

要 望

住民避難

職員派遣

住民避難

ＹＭＣＡ東山荘

市指定避難所

避難所の運営

1 避難者の受入

2 避難者からの要望受け

3 生活ルールの徹底

4 物資の受入

5 支部との連携 等

①災害関連死の絶無
②コロナ感染者の絶無

運営本部

本部長

副本部長

総務班

被災者管理班

要支援者班

・・・

二の岡区公民館

ＹＭＣＡ東山荘避難所関係組織連絡網

東山地区
コミュニティ供用施設

二の岡地区
コミュニティ供用施設

御殿場南高校

市指定避難所
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『カタログ防災・避難所品』
【提供】相日防災（㈱）



災害（平時～災害飴）の流れ（フェーズフリー）
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区 分 実 施 項 目 準 備 段 階

市災害

対策本部

支 部

１避難所設置・管理・運営要領の検討

２避難所・福祉避難所等指定・協定

３避難所派遣職員の受入れ要領の確認

１避難所管理・運用要領（学校・自主防災会等との役割分担）の検討

２一次避難所、市指定広域避難所（福祉避難所）の指定、協定締結

３災害対策本部との連携、避難所派遣職員の受入れ・連携要領の確認

学 校
１災対本部の確立、避難所計画の作成

２初動体制、管理体制の移行要領

１災害対策本部の確立、学校避難所計画の作成及び災対本部会議の要領

２初動対処要領、時間経過に伴う自主防・災対本部（支援班）への移管

自主防会
１運営本部の確立、運営計画等の作成

２避難所運営本部の運営要領の検討

１避難所運営本部の確立、避難所運営計画・避難生活計画書等の作成

２学校からの引継ぎ、避難所支援班との連携、管理・運営要領の確立

Ⅰ 運営体制
の確立

①避難所運営体制の確立

②避難所の指定

③初動の具体的な事前想定

④受援体制の確立

⑤在宅避難者対策・帰宅困難者

① 避難所運営要領の検討（避難所立上げ組織、避難所運営組織の編成）

②第１次避難所、市指定広域避難所の指定

③避難所運営マニュアルの作成・訓練の実施

④食料・物資・ボランティア等の受入、医師・看護師の救護・巡回

⑤在宅避難民の安否確認方法の検討

Ⅱ 避難所

の運営

⑥避難所運営サイクルの確立

⑦情報の取得・管理・共有、発信

⑧食料・物資管理

⑨トイレの確保・整理

⑩衛生的な環境の維持

⑪避難者の健康管理

⑫寝床の改善

⑬衣類の確保・配布

⑭入浴

⑥避難所運営の実施手順の確立

⑦衛星携帯等通信手段・電源の確保、避難所掲示板、マスコミ対応

⑧物資供給計画の作成、在宅避難者用物資の配布体制の確保

⑨災害用トイレの確保（運搬）・管理計画、汲み取り業者との協定

⑩ゴミ集積場所の設置、食品管理方法・手洗い等健康チェック方法

⑪避難者の健康管理シートの作成、感染症等予防の取組み

⑫寝床スペースの確保・配分（要考慮者優先）、毛布・段ボール確保

⑬衣類（下着等）確保・配布要領の検討

⑭入浴施設、ホテル・旅館、保養所等の協定締結

Ⅲ ニーズ
への対応

・

Ⅳ 避難所

の解消

⑮配慮が必要な方への対応

⑯女性・子供への配慮

⑰防犯対策

⑱ペットへの対応

⑲避難所の解消に向けての

⑮要考慮者の避難所滞在可能性の検討、各福祉避難所施設との協定

⑯女性・妊婦、子供などの避難所生活考慮事項の確認

⑰避難所における防災対策の検討警察との調整

⑱ペット飼育管理ルール確立の検討

⑲ホテル等の二次避難所の活用の検討、ライフライン事業者との連携

震災における避難所開設・運営業務（その１）



区 分 初 動（発災当日） 応急期・復旧期・復興期

市災害

対策本部

支 部

１被害状況（人的、物的被害）の把握

２災害対策本部会議の実施（市指定広域避難所開設の決定）

３支部及び避難所派遣職員の派遣・受入れ

１継続的な避難所支援

２仮設住宅の整備

３避難所からの退所支援

学 校

（施設管理者）

１学校内被害状況の確認（児童・生徒の安否、施設等の被害状況）
２災害対策本部・避難所運営本部の設置、市教育委員会・災対本部への報告
３初動対応（応急危険度判定受け、避難者の受入れ、備蓄物資の配給など）

１ 避難所運営本部運営の自主
防災会への移管

２ 学校業務の再開準備・再
開

自主防会
１避難所運営本部の設置、運営本部会議（１～２回／日）の開催

２支部災害対策本部との連携、避難所の管理・運営（避難者の受入れなど）

１自防災会による主体的運営

→ 避難者主体への移管

Ⅰ 運営体制

の確立

①避難所運営体制の確立：避難所運営本部会議の実施

②避難所の指定：市災害対策本部会議を経て「市指定広域避難所を開設」

③受援体制の確立：ボランティアの必要性の有無

④在宅避難者対策・帰宅困難者：在宅避難者の安否確認・生活支援

（その３）

Ⅱ 避難所

の運営

⑤避難所運営サイクルの確立：避難所の被害状況確認、応急危険度判定

⑥情報の取得・管理・共有、発信：被害状況の把握、情報の入手

⑦食料・物資管理：地域資源（食料）の活用、備蓄物資の配布

⑧トイレの確保・整理：トイレ使用ルールの周知・掲示、簡易トイレ配分

⑨衛生的な環境の維持：手洗い方法の周知徹底、防疫資材の確保

⑩避難者の健康管理：健康状態の把握、感染症の予防・対応（食中毒など）

⑪寝床の改善：宿泊スペースの確保、毛布等寝具類の配分

⑫衣類の確保・配布：避難者の属性に応じた下着類の確保、

⑬入浴：水害・土砂災害などで汚れた場合の処置

（その３）

Ⅲ ニーズへ
の対応

・

Ⅳ 避難所

の解消

⑭配慮が必要な方への対応：要配慮者の把握・名簿の作成など

⑮女性・子供への配慮：授乳室、更衣室等の確保

⑯防犯対策：警備・防犯班による見回り・声がけ、貴重品等の確実な保管

⑰ペットへの対応：ペット避難所滞在ルールに基づく管理

（その３）

震災における避難所開設・運営業務（その２）



区 分 実 施 項 目 初動（３日目まで）、応急期（１週間まで）・復興期

Ⅰ 運営体制
の確立

①避難所運営体制の確立

②避難所の指定

③初動の具体的な事前想定

④受援体制の確立

⑤在宅避難者対策・帰宅困難者

① 避難所運営会議の実施（必要に応じNPO・ボランティア等の参画）、

行政職員応援要請、ボランティア派遣要請

②車避難者エコノミ症候群防止呼び掛け、指定避難所以外の避難所の把握

③多様なニーズに対応するためのボランティアの要請、行政職員応援要請

④在宅避難者への生活支援

Ⅱ 避難所

の運営

⑥避難所運営サイクルの確立

⑦情報の取得・管理・共有、発信

⑧食料・物資管理

⑨トイレの確保・整理

⑩衛生的な環境の維持

⑪避難者の健康管理

⑫寝床の改善

⑬衣類の確保・配布

⑭入浴

⑤避難所運営方針の決定、運営ルールの確立、運営会議（定期）の実施

⑥避難者の安否照会対応、避難所開設状況の周知、マスコミ対応、生活支援

情報の仕分け掲示板による掲示、ライフライン復旧情報の確認・提供、携

帯電話等充電手段の確保、在宅避難者への支援情報の発信、地域被害状況

の集約

⑦避難所・在宅避難者別の必要食数の把握・報告、食料数量・衛星的管理、

炊き出し調理器具・食材の確保、暖かな食事の提供・栄養面の配慮、個人

属性に応じた栄養面への配慮、在宅避難者への食料・物資配布

⑧避難所汲み取り計画（回収場所・順序・回数）の作成、使用済み携帯トイ

レ（便袋）の保管場所の確保、感染症患者専用トイレの確保

⑨防疫活動、ハエ・蚊等害虫対策、トイレの衛生的管理、調理担当者の検査

⑩暑さ・寒さ対策、健康相談窓口の確保、心のケア専門相談、持病への対応

⑪段ボールベッド等簡易ベッドの設置、プライバシーへの配慮

⑫体型、季節に合った衣類の確保、洗濯場（洗濯機・乾燥機）の確保

⑬シャワー・風呂の確保、入浴計画の作成、開設場所の情報発信

Ⅲ ニーズ
への対応

・

Ⅳ 避難所

の解消

⑮配慮が必要な方への対応

⑯女性・子供への配慮

⑰防犯対策

⑱ペットへの対応

⑲避難所の解消に向けての

⑭避難者同士の見守り体制の確保、外国語対応、福祉避難所への移動等

⑮女性特有の物資（生理用品等）の確保、更衣室等の確保

⑯警察による警戒の要請、警察の避難所巡回、犯罪相談窓口の開設

⑰ペットの滞在ルールの確立、ルールに基づくペットの滞在

⑱退所目途の把握、生活再建支援情報の周知、二次避難所（ホテル・旅館）

への移動

震災における避難所開設・運営業務（その３）



区 分 実 施 項 目 準備段階 発災当日・２日目 ３日目以降

市災害

対策本部

支 部

１避難所設置・管理・運営要領の検討

２避難所・福祉避難所等指定・協定

３避難所派遣職員の受入れ要領の確認
❶

学 校
１災対本部の確立、避難所計画の作成

２初動体制、管理体制の移行要領

❷
自主防会

１運営本部の確立、運営計画等の作成

２避難所運営本部の運営要領の検討

Ⅰ 運営体制
の確立

①避難所運営体制の確立

②避難所の指定

③初動の具体的な事前想定

④受援体制の確立

⑤在宅避難者対策・帰宅困難者 ＋α ➌

Ⅱ 避難所

の運営

⑥避難所運営サイクルの確立

⑦情報の取得・管理・共有、発信

⑧食料・物資管理

⑨トイレの確保・整理

⑩衛生的な環境の維持

⑪避難者の健康管理

⑫寝床の改善

⑬衣類の確保・配布

⑭入浴 ＋α

❹

❺

Ⅲ ニーズ
への対応

・

Ⅳ 避難所

の解消

⑮配慮が必要な方への対応

⑯女性・子供への配慮

⑰防犯対策

⑱ペットへの対応

⑲避難所の解消に向けての準備 ＋α

【質問】避難所開設・運営責任者として『各段階ごと、特に重要だと思うこと』は何ですか？』（番号で各段階優先順位・５つ回答）


